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2023年 12月 15日 

各 位 

不動産投資信託証券発行者名 

積水ハウス・リート投資法人 

代表者名 執行役員 木 田 敦 宏 

 （コード番号：3309） 

資産運用会社名 

積水ハウス・アセットマネジメント株式会社 

代表者名 代表取締役社長 阿 部 亨 

問合せ先 ＩＲ部長 齋 藤 孝 一 

 TEL.03-6447-4870（代表） 

 

規約の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ 

 

積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、規約の一

部変更及び役員の選任に関して、下記の通り 2024年 1月 24日に開催する本投資法人の第 6回投資主総会（以下

「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

1．規約の一部変更について 

変更の理由及び議案の要領は以下のとおりです。 

(1) 「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（令和元年法律第71号）附

則第 3 号に規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されたことに伴い、投資主総会参考書類等の内容

である情報について、電子提供措置をとる旨の規約変更がなされたものとみなされていることから、こ

の点を明確化するとともに、投資主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項

のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成 12 年総理府令第 129 号、その後の改正を含み

ます。）で定めるものの全部又は一部については、書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載

しないことができる旨を規定するものです（変更案第 9条第 3項及び第 4項関係）。 

(2) コーポレートガバナンスの強化の観点から、役員会規程の定めに従い監督役員を役員会の議長とするこ

とができる旨を規定するものです（現行規約第 23条第 1項関係）。 

(3) 資産運用の対象とする資産の種類に、信用金庫法に定める出資を追加することにより、信用金庫に対す

る出資を行うことができる旨を明確化するものです（現行規約第 32条第 3項関係）。 

(4) 上記のほか、条項の新設等に伴う字句の修正及び条文の整備等を行うものです。 

 

（上記規約の一部変更の詳細については、添付資料「第 6回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

2．役員の選任について 

(1) 執行役員木田敦宏は、2024 年 1 月 31 日をもって任期満了となりますので、改めて 2024 年 2 月 1 日付で

執行役員 1名（候補者：木田敦宏）の選任をお願いするものです。 

(2) 執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2024 年 2 月 1 日付で補欠執

行役員 1名（候補者：阿部亨）の選任をお願いするものです。 

(3) 監督役員矢田悠及び山下玲の両名は、2024年 1月 31日をもって任期満了となりますので、監督体制のさ

らなる充実及び強化を図るため、監督役員の員数を 1 名増員し、2024 年 2 月 1 日付で監督役員 3 名（候

補者：矢田悠、山下玲、杉浦綾子）の選任をお願いするものです。 

（上記役員選任の詳細については、添付資料「第 6回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 
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3．本投資主総会等の日程 

2023年 12月 15日 本投資主総会提出議案承認の役員会 

2024年 1月 5日 本投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

2024年 1月 24日 本投資主総会開催（予定） 

（注） 本投資法人は、本投資主総会における承認可決後、必要となる関係法令に基づく届出等の手続きを速やかに行う予定です。 

 

以 上 

 

※ 本投資法人のウェブサイト：https://www.sekisuihouse-reit.co.jp/ 

 

 

＜添付資料＞ 

・第 6回投資主総会招集ご通知 

http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/























